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改 正 後 改 正 前

（登録）

第 条 略

管守者 、前条 規定 公印 新調 、又 改

（登録）

第 条 略

管守者 、前条 規定 公印 新調 、改刻 、

３ ３

２

３ ３

２

の

は の により を し は

の

は の により を し し

◇ 鳥取県公印規程 一部 改正 訓令（ ）（総務課）……………………………………………

鳥取県文書等 係 事務 管理 関 規程 一部 改正 訓令（ ）（〃）………………

鳥取県職員表彰規程 一部 改正 訓令（ ）（職員課）………………………………………

現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関 規程 一部 改正 訓令（ ）

（福利厚生室）…………………………………………………………………………………………

鳥取県職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令（ ）（〃）…………………………………

鳥取県公印規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県公印規程 一部 改正 訓令

鳥取県公印規程（昭和 年鳥取県訓令甲第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中項 表示 下線 引 項（以下「移動項」 。） 対応 同表 改正後 欄

中項 表示 下線 引 項（以下「移動後項」 。） 存在 場合 、当該移動項 当該移動後項

、移動項 対応 移動後項 存在 場合 、当該移動項（以下「削除項」 。） 削 、移動

後項 対応 移動項 存在 場合 、当該移動後項（以下「追加項」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（項 表示及 削除項 除 。以下「改正部分」 。） 対応

同表 改正後 欄中下線 引 部分（項 表示及 追加項 除 。以下「改正後部分」 。） 存

在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、

当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、

改正後表 対応 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。
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刻 、総務課長 公印 登録 請求

。

総務課長 、前項 請求 、当該公印

登録 、 旨 当該請求者 通知

。

総務課長 、前条第 項 規定 公印 廃止

認 、当該公印 登録 抹消 。

管守者 、第 項 通知 受 後 、当

該公印 使用 。

（公印省略文書）

第 条 次 掲 文書 、公印 押印 省略

。

（ ） 県 機関又 県内 他 地方公共団体 往

復文（通達、依命通達及 発信名義 知事又 出納

長 除 。）

（ ）～（ ） 略

（公印 持 出 ）

第 条 公印（総務課長 管守者 除 。）

、管守者 承認 受 場合 除 、管守者 指定

場所以外 場所 持 出 使用 。

総務課長 管守者 公印 総務課長 指定

場所以外 場所 持 出 使用 場合 取扱 、

別 定 。

別表（第 条関係）

又 廃止 、総務課長 公印 登録又 登録

抹消 請求 。

総務課長 、前項 請求 、当該公印

登録又 登録 抹消 、 旨 当該請求者 通

知 。

管守者 、前項 通知 受 後 、当該

公印 使用 、又 廃棄 。

（公印省略文書）

第 条 次 掲 文書 、公印 押印 省略

。

（ ） 県 機関又 市町村 往復文（通達、依命

通達及 発信名義 知事又 出納長 除

。）

（ ）～（ ） 略

（公印 持 出 ）

第 条 公印 、管守者 承認 受 場合 除 、管

守箇所以外 持 出 使用 。

総務課長 管守者 公印 管守箇所以外 持

出 使用 者 、総務課長 申請

。

総務課長 、前項 申請 、審査 行

、適当 認 当該申請者 通知

。

別表（第 条関係）
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第 号 ー

平方

主 務 課

（室）長

第 号 ー

平方
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第 号 ー
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衛生環境

研究所長
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研究所長印
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各研究所長

鳥取県農林
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大学校長印

鳥 取 県
総務部行政
監察室工事
検査室長印
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附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県文書等 係 事務 管理 関 規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県文書等 係 事務 管理 関 規程 一部 改正 訓令

鳥取県文書等 係 事務 管理 関 規程（平成 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中号及 号 細目 表示 下線 引 号及 号 細目（以下「移動号等」 。）

対応 同表 改正後 欄中号及 号 細目 表示 下線 引 号及 号 細目（以下「移動後号等」

。） 存在 場合 、当該移動号等 当該移動後号等 、移動後号等 対応 移動号等 存在

場合 、当該移動後号等（以下「追加号等」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（号 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応 同表

改正後 欄中下線 引 部分（号 表示及 追加号等 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場

合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 本庁等 本庁（鳥取県行政組織規則（昭和 年

鳥取県規則第 号）第 条第 項 規定 本庁

（総務部自治研修所、生活環境部衛生環境研究所、

商工労働部産業技術 ー及 農林水産部農業大

学校（以下「特定機関」 。） 除 。） 。）

及 出納局 。

（ ） 略

（ ） 地方機関等 鳥取県行政組織規則第 条第 項

規定 地方機関及 特定機関 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 所管課 文書等 所管 課（鳥取

県行政組織規則第 条 規定 設置 課

（特定機関 除 。） 。以下同 。）又 出納

局 。

（ ）～（ ） 略

（回議）

第 条 起案文書 、決裁 受 前 回議

、回議 受 者 、次 。

（ ） 正当決裁権者 知事 事項 係 起案文書

地方機関等（総合事務所及 特定機関 除 ）

、起案文書 係 事務 所掌 地方

機関等 長

総合事務所 、起案文書 係 事務

所掌 総合事務所長及 局長等（鳥取県行政組

織規則第 条 第 項 表 第 欄 掲 局

及 県税事務所 長 。以下同 。）

特定機関 、起案文書 係 事務 所

掌 部局 長及 特定機関 長

（ ） 正当決裁権者 部局 長 事項 係 起案

文書 起案文書 係 事務 所掌 特定機関 長

（ ） 略

（ ） 略

及 略

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、当該各号 定 。

（ ） 本庁等 本庁（鳥取県行政組織規則（昭和 年

鳥取県規則第 号）第 条第 項 規定 本庁

（商工労働部産業技術 ー及 農林水産部農業

大学校 除 。） 。）及 出納局 。

（ ） 略

（ ） 地方機関等 鳥取県行政組織規則第 条第 項

規定 地方機関並 商工労働部産業技術

ー及 農林水産部農業大学校 。

（ ）～（ ） 略

（ ） 所管課 文書等 所管 課（鳥取

県行政組織規則第 条 規定 設置 課

（商工労働部産業技術 ー及 農林水産部農業

大学校 除 。） 。以下同 。）又 出納局

。

（ ）～（ ） 略

（回議）

第 条 起案文書 、決裁 受 前 回議

、回議 受 者 、次 。

（ ） 正当決裁権者 知事 事項 係 起案文書

地方機関等（総合事務所 除 。） 起

案文書 係 事務 所掌 地方機関等 長、総合

事務所 起案文書 係 事務 所掌 総

合事務所長及 局長等（鳥取県行政組織規則第 条

第 項 表 第 欄 掲 局及 県税事務所

長 。以下同 。）

（ ） 略

（ ） 略

及 略
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は に めるところによる

に する

センタ び

を く をいう び をいう

に する びに セン

タ び をいう

それぞれの を する

の により された

センタ び

を く をいう じ は を

いう

は を ける に をするもの

とし を ける は のとおりとする

が である に る

を く にあっては

に る を する の

にあっては に る を する

び

の の の に げる び

の をいう じ

び

39

13

10

11 18

51

26

39

13

10

11 18

51

26

正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。を り に する が しない には を える



平成 年 月 日 木曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号17 31 70 5３

改 正 後 改 正 前

（表彰 種類）

第 条 略

略

部長表彰 、部長（防災監、部長、文化観光局長、

行政監察監、出納局長及 労働委員会事務局長 。

以下同 。） 前条第 項各号 該当

職員 対 行 。

略

（表彰 種類）

第 条 略

略

部長表彰 、部長（防災監、部長、文化観光局長、

出納局長及 労働委員会事務局長 。以下同 。）

前条第 項各号 該当 職員 対

行 。

略

の

は

び をいう

じ が のいずれかに する

に して う

の

は

び をいう じ

が のいずれかに する に して

う

４

２

３

１

４

４

２

３

１

４

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県職員表彰規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県職員表彰規程 一部 改正 訓令

鳥取県職員表彰規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関 規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関 規程 一部 改正 訓令

現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関 規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改

正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動別表細目」 。） 当

該移動別表細目 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存在

場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、

当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

この は から する

の を する を のように める

の を する

の を のように する

の の の が かれた を える

この は から する

の の の び に する の を する を のように める

の の の び に する の を する

の の の び に する の を のように

する

の の の の の に が かれた の という を

に する の の の の の に が かれた の とする

の の の が かれた の の を く という に す

る の の の が かれた の の を く という が

する には を に め に する が しない には

を り に する が しない には を える

の の の の で まれた という に する の の の の

17

17 31

41 15

17

17 31

43

４ １

３

４ １

３

５

鳥取県訓令第 号

鳥取県訓令第 号

５

６
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改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

被服 交付 受 職員 品 目 員数
使 用
期 間
（ 月 ）

形 状

略

消防
課

保安担当 職員
高圧 及

火薬類 取締
業務 従事

職員

略

略

地域
自立
戦略
課

中山間地域振興
担当 職員
常時現地 業務
従事 職員

略

障害
福祉
課

療育発達担当
職員 常時現
地 業務 従事
職員

略

環境
政策
課

略

水環境室 職
員 常時現
地 水質 汚濁
関 調査

業務 従事
職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

衛生
環境
研究
所

保健衛生室及
食品衛生室

職員 室長、
研究員及 衛生
技師 職務 従
事 職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

水環境室、環
境化学室及 大
気・地球環境室
職員 室

長、研究員及
衛生技師 職務
従事 職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

循環
型社
会推
進課

一般廃棄物処理
施設及 産業廃棄
物処理施設 立入
検査 業務 従事

職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

県民
生活
課

消費生活担当
職員 計量器
等 検査 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

別表（第 条関係）

被服 交付 受 職員 品 目 員数
使 用
期 間
（ 月 ）

形 状

略

消防
課

保安係 職員
高圧 及

火薬類 取締
業務 従事 職
員

略

略

行政
監察
室

工事検査室 職
員 工事検査
業務 従事

職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

地域
自立
戦略
課

過疎・中山間地
域振興担当 職員

常時現地
業務 従事 職
員

略

景観
自然
課

公園施設係 職
員 常時現地
業務 従事

職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

障害
福祉
課

療育・整備担当
職員 常時

現地 業務 従事
職員

略

環境
政策
課

略

水環境室 職
員 常時現
地 水質 汚濁
関 調査

業務 従事
職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

自然環境保全
担当 職員
常時現地 業

務 従事 職
員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

循環
型社
会推
進課

一般廃棄物処理
施設及 産業廃棄
物処理施設 立入
検査 業務 従事

職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

２

１

２ １
１
１
１

１
２
１

１ ２
２
２
２
１

１
２
１

２ ２
２
２
２
１

１
２
１

１
１
１
１

１
２
１

２
２
２
１

１
２
１

２

２
２
２

１
２
１

２
２
２
１

１

１
２
１

１

２ １
１
１
１

１
２
１

３ ２
２
２
１

１

１
２
１

１
１
１
１

１
２
１

の を ける

の
のうち ガス
び の り
の に する

の のうち
で に

する

の
のうち

で に す
る

の
のうち
で の

に する の
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び の
のうち

び
の に

する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び

の のうち
び

の
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び
の

の に
する

ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の
のうち

の の に
する

ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の を ける

の の
うち ガス び

の りの
に する

の
のうち

の に する ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の
のうち で

に する

の
のうち

で に する ズボン
キャラバンシュ
ズ
ヤッケ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の のうち
で に

する

の
のうち
で の

に する の
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の のう
ち で
に する

ズボン
キャラバンシュ
ズ
ヤッケ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び
の

の に
する

ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

36
36
36
36

12
60
60
12
36

12
60
60
12
36

36
36
36
36

60
60
60
48

60
60
60

60
60
60
36

36

36
36
36
36

60
60
60
36

36

36
36
36
36

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、

改正表 対応 改正後表 存在 場合 、当該改正表 削 、改正後表 対応 改正表 存在

場合 、当該改正後表 加 。

で まれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が しない

には を える
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食
安全
推進
課

水道担当 職員
水道施設

立入検査 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

景観

課

推進
担当及 建築指導
担当 職員
常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

公園
自然
課

自然環境保全担
当及 自然公園担
当 職員 常
時現地 業務 従
事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

住宅
政策
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

産業
技術

ー

技術開発室産
業 科
業務 従事
技術職員

略

技術開発室応
用電子科 業務
従事 技術

職員

略

技術開発室有
機材料科 業務
従事 技術

職員

略

及 略

略

道路
企画
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

道路
建設
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

略

治山
砂防
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

市瀬
地区
生活
安定
推進
室

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

空港
港湾
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

行政
監察
室

工事検査室 職
員 工事検査
業務 従事

職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

略

西部
総合
事務
所

及 略

農林局米子農
業改良普及所及

略

食
安全
推進
課

水道担当 職員
水道施設

立入検査 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

住宅
政策
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

経済
交流
課

計量係 職員
計量器等 検

査 業務 従事
職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
安全靴

図 上衣
図
図

産業
技術

ー

技術開発部産
業 科
業務 従事
技術職員

略

技術開発部応
用電子科 業務
従事 技術

職員

略

技術開発部有
機材料科 業務
従事 技術

職員

略

及 略

略

道路
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

略

治山
砂防
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

ー

図 上衣
図
図

空港
港湾
課

漁港室 職員
常時現地 業

務 従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

建築
課

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

略

西部
総合
事務
所

及 略

農林局米子農
業改良普及所及

略

の の
のうち の

の に
する

ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

まち
づく
り

まちづくり
び

の のうち
で に

する

ズボン
ヤッケ
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び
の のうち

で に
する

ズボン
キャラバンシュ
ズ
ヤッケ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

セン
タ

デザイン の
に する

の
に する

の
に する

び

で
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
キャラバンシュ
ズ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
キャラバンシュ
ズ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の
のうち

の に する ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び

の の
のうち の

の に
する

ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の の
うち の
の に す

る
ズボン

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

セン
タ

デザイン の
に する

の
に する

の
に する

び

で
に する

ズボン
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
キャラバンシュ
ズ

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

の の
うち で
に する ズボン

ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

で
に する

ズボン
ヤッケ
ゴム

のうち のとおり
のとおり
のうちズボンのとおり

び

１
１
１
１

１
２
１

２
２
２
１
１
１

１
２
１

２
２
２
１

１

１
２
１

２
２
２
１
１
１

１
２
１

１

２

３

４ ５

１
１
１
１

１
２
１

１
１
１
１

１
２
１

２
２
２
１
１

１
２
１

２
２
２
１
１

１
２
１

１
１
１
１

１
２
１

２
２
２

１
２
１

１ ２

３

１
１
１
１

１
２
１

２
２
２
１
１
１
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大山農業改良
普及所 職員

常時現地
農業改良普及
業務 従事
職員

農林局米子農
業改良普及所及
大山農業改良

普及所 普及主
幹、副主幹及
改良普及員 職
務 従事 職
員 常時現
地 生活改善
業務 従事
職員

略

農林局地域整
備課 職員
常時現地 業

務 従事 職
員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
防寒服
安全靴

図 上衣
図
図

農林局大山・
弓浜農業用水対
策室 職員
常時現地 業

務 従事 職
員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
防寒服
安全靴

図 上衣
図
図

略

略

略

県税
事務
所

略

常時現地 軽
油引取税 課税
業務 従事
職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

略

保健
所

～ 略

感染症・疾病
対策係、医療・
疾病対策班（医
薬担当 除 ）
衛生係及 指導
係 職員（歯科
衛生士、栄養士
及 診療放射線
技師 職務 従
事 職員 除
。）

略

食品衛生・管
理指導班 職員

略

環境衛生・廃
棄物対策班 職
員並 水道施
設、一般廃棄物
処理施設及 産
業廃棄物処理施
設 立入検査
業務 従事
職員

略

略

総合
療育

ー

～ 略

言語聴覚士及
臨床心理士

職務 従事
職員

略

～ 略

略

食肉 畜検査業務 白衣

西伯農業改良
普及所 職員

常時現地
農業改良普及
業務 従事
職員

農林局米子農
業改良普及所及
西伯農業改良

普及所 普及主
幹、副主幹及
改良普及員 職
務 従事 職
員 常時現
地 生活改善
業務 従事
職員

略

農林局地域整
備課 職員
常時現地 業

務 従事 職
員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
防寒服
安全靴

図 上衣
図
図

略

略

略

県税
事務
所

略

常時現地 軽
油引取税 課税
業務 従事
職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

工事
検査
出張
所

工事検査 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

略

保健
所

～ 略

予防係及 衛
生係 職員（歯
科衛生士、栄養
士及 診療放射
線技師 職務
従事 職員
除 。）

略

食品衛生係及
管理指導係

職員

略

環境衛生係及
廃棄物対策係
職員並 水

道施設、一般廃
棄物処理施設及
産業廃棄物処

理施設 立入検
査 業務 従事

職員

略

略

皆生
小児
療育

ー

～ 略

言語聴覚士
職務 従事
職員

略

～ 略

略

食肉 畜検査業務 白衣
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衛生
検査
所

従事 職員 作業服（上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図

略

水産
試験
場

漁場開発室及
海洋資源室

業務 従事
職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
防寒服
防寒
雨合羽（上衣、

及 頭巾）

図 上衣
図
図

第 鳥取丸
乗組職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）
防寒服
防寒
雨合羽（上衣、

及 頭巾）
製半長靴

作業帽

図 上衣
図
図

図

栽培
漁業

ー

略

生産技術室及
増殖技術室

業務 従事
職員

略

略

地方
県土
整備
局

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

鳥取
空港
管理
事務
所

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

鳥取
港湾
事務
所

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

工事
検査
出張
所

工事検査 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図
図

中部
総合
事務
所・
西部
総合
事務
所・
日野
総合
事務
所・
東部
県税

略

衛生
検査
所

従事 職員 作業服（上衣）
作業服（ ）

図 上衣
図

衛生
環境
研究
所

保健衛生室及
食品衛生室

職員 室長、
研究員及 衛生
技師 職務 従
事 職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

水環境室、環
境化学室及 大
気・地球環境室
職員 室

長、研究員及
衛生技師 職務
従事 職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

略

水産
試験
場

漁場開発科及
海洋資源科

業務 従事
職員

白衣
作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴

図 上衣
図
図

第 鳥取丸
乗組職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

雨合羽（上衣、
及 頭巾）
製半長靴

作業帽

図 上衣
図
図

図

栽培
漁業

ー

略

生産技術科及
増殖技術科

業務 従事
職員

略

略

地方
県土
整備
局

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図

鳥取
港湾
事務
所

常時現地 業務
従事 職員

作業服（上衣）
作業服（夏上衣）
作業服（ ）

製半長靴
安全靴

図 上衣
図
図
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事務
所・
八頭
県民
局

事務
所・
八頭
地方
農林
振興
局

改 正 後 改 正 前

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規

則第 号。以下「組織規則」 。）第 条第

項 規定 本庁（商工労働部産業技術 ー及

農林水産部農業大学校 除 。）、鳥取県出納局設

置規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条 規定

出納局及 労働委員会事務局 。

（定義）

第 条 訓令 、次 各号 掲 用語 意

義 、 当該各号 定 。

（ ） 略

（ ） 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和 年鳥取県規

則第 号。以下「組織規則」 。）第 条第

項 規定 本庁（総務部自治研修所、生活環境部

衛生環境研究所、商工労働部産業技術 ー及

農林水産部農業大学校 除 。）、鳥取県出納局設置

規則（昭和 年鳥取県規則第 号）第 条 規定

出納局及 労働委員会事務局 。

２

１

２

２ ２

１

２

１

２

２ ２

１

この において の に げる の

は それぞれ に めるところによる

という

に する センタ

び を く

に

する び をいう

この において の に げる の

は それぞれ に めるところによる

という

に する

センタ び

を く

に す

る び をいう

39

13

49 54

39

13

49 54

附 則

（施行期日）

訓令 、平成 年 月 日 施行 。

（経過措置）

訓令 施行 際現 改正前 現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関 規程（以下「旧規程」

。） 規定 交付 被服 、改正後 現業職員以外 職員 被服 交付及 使用 関

規程 規定 交付 、旧規程 定 当該被服 使用期間 終

間 限 使用 。

鳥取県職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県職員安全衛生管理規程 一部 改正 訓令

鳥取県職員安全衛生管理規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下「移動別表細目」 。） 当

該移動別表細目 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目 改 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正部分」 。） 対応

次 表 改正後 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示 除 。以下「改正後部分」 。） 存在

場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、

当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 、次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 加

。

１ ４ １

２

３

２

この は から する

この の の に の の の の び に する

という の により されている のうち の の の の び に

する の により されないこととなるものについては に める の が わる

までの に り することができる

の を する を のように める

の を する

の を のように する

の の の の の に が かれた の という を

に する の の の の の に が かれた の に める

の の の が かれた の の を く という に す

る の の の が かれた の の を く という が

する には を に め に する が しない には

を える

の の の の で まれた を り の の の の で まれた を え

る

17

17 31

56

鳥取県訓令第 号７
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（ ） 地方機関 組織規則第 条第 項 規定 地

方機関（次 表 左欄 掲 地方機関 、

同表 右欄 掲 当該地方機関 内部組織等）

。

鳥取県
中部総
合事務
所

略

鳥取県中部総合事務所中部県税事務所

略

鳥取県
西部総
合事務
所

略

鳥取県西部総合事務所西部県税事務所

鳥取県西部総合事務所農林局（西伯農業
改良普及所 除 。）

鳥取県西部総合事務所農林局西伯農業改
良普及所

略

鳥取県
日野総
合事務
所

略

鳥取県日野総合事務所県土整備局

鳥取県
東部福
祉保健
局

鳥取県東部福祉保健局（八頭支局 除 。）

鳥取県東部福祉保健局八頭支局

略

（ ） 地方機関等 地方機関、商工労働部産業技術

ー（機械素材研究所及 食品開発研究所 除 。）、

商工労働部産業技術 ー機械素材研究所及 商

工労働部産業技術 ー食品開発研究所並 農

林水産部農業大学校 。

（ ） 略

別表第 （第 条関係）

区分 産業医

略

鳥取市及 岩美郡 区域内
置 地方機関等

鳥取保健所長 職
者

八頭郡 区域内 置
地方機関

鳥取保健所長 医
師 所属職員

指名
者

略

米子市、境港市及 西伯郡
区域内 置 地方機関

等（皆生小児療育 ー
除 。）

米子保健所長 職
者

略

（ ） 地方機関 組織規則第 条第 項 規定 地

方機関（次 表 左欄 掲 地方機関 、

同表 右欄 掲 当該地方機関 内部組織等）

。

鳥取県
中部総
合事務
所

略

鳥取県中部総合事務所県税局

略

鳥取県
西部総
合事務
所

略

鳥取県西部総合事務所県税局

鳥取県西部総合事務所福祉保健局

鳥取県西部総合事務所農林局（大山農業
改良普及所 除 。）

鳥取県西部総合事務所農林局大山農業改
良普及所

略

鳥取県
日野総
合事務
所

略

鳥取県日野総合事務所県土整備局

略

（ ） 地方機関等 地方機関、総務部自治研修所、生

活環境部衛生環境研究所、商工労働部産業技術

ー（機械素材研究所及 食品開発研究所 除 。）、

商工労働部産業技術 ー機械素材研究所及 商

工労働部産業技術 ー食品開発研究所並 農

林水産部農業大学校 。

（ ） 略

別表第 （第 条関係）

区分 産業医

略

鳥取市、岩美郡及 八頭郡
区域内 置 地方機関

等

鳥取保健所長 職
者

略

米子市、境港市及 西伯郡
区域内 置 地方機関

等（総合療育 ー 除 。）

米子保健所長 職
者

略

３ ２ ４

４

５

２ ９

２

３

４

５

６

３ ２ ４

４

５

２ ９

２

３

４

５
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７６ 皆生小児療育 ー 皆生小児療育
ー院長 医師
所属職員
指名 者

総合療育 ー 総合療育 ー
院長 医師
所属職員
指名 者

センタ セン
タ が で
ある のう
ちから する

センタ センタ
が である

のうちか
ら する
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附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。この は から する17 ４ １


